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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の腕に取り付けられる固定具において、第一の部分（４１）と、第二の部分（４２
）と、第三の部分（４３）と、を含み、
　前記第一の部分（４１）が、肘の付近の、前記肘の内側に配置されるように意図され、
前記肘から上腕部（３）に沿って延び、
　前記第二の部分（４２）が、前腕（５）と等しいかより小さい長さを有し、前記前腕を
支持し、
　前記第二の部分が半周輪帯（４６）によって相互に接続される２つの部品（４４、４５
）に分けられ、前記第二の部分（４２）の第一の部品（４４）が前記第一の部分（４１）
と第一の角度で一体に配置され、前記第二の部分（４２）の第二の部品（４５）が前記第
三の部分（４３）と第二の角度で一体であるか、これに接続され、
　前記半周輪帯（４６）が前記腕の対称軸の周囲に１８０度にわたって延び、前記第一の
部品（４４）が前記腕の内側に配置され、前記第二の部品（４５）が前記腕の外側に配置
されるように意図されていることを特徴とする固定具。
【請求項２】
　請求項１に記載の固定具において、前記第二の角度が前記第一の角度と反対方向であり
、１９０度～２５０度であり、前記第一と第二の角度が実質的に同一平面内にあり、前記
固定具が実質的にＺ字形であることを特徴とする固定具。
【請求項３】
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　請求項１に記載の固定具において、前記第二の角度が前記第一の角度と同じ方向であり
、１１０度～１７０度であり、前記第一と第二の角度が実質的に同一平面内にあり、前記
固定具が底部を削ったＵ字形であることを特徴とする固定具。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の固定具において、前記固定具が前記患者の前記腕
に複数の柔軟なストラップ（４７、４８）で取り付けられることを特徴とする固定具。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の固定具において、前記第二の部分の長さが調節可
能であることを特徴とする固定具。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の固定具において、前記固定具の少なくとも一部が
実質的にＸ線透過性であることを特徴とする固定具。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の固定具において、前記固定具を前記患者の体に関
して固定するための留め付け手段をさらに含むことを特徴とする固定具。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の固定具において、前記固定具の少なくとも１つの
部材が滅菌されることを特徴とする固定具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の腕の固定具に関する。この固定具は特に、心臓の冠状血管のＸ線検査
及び評価中並びにバルーン拡張中に使用されることが意図される。
【背景技術】
【０００２】
　心臓病は西側世界で最も一般的な死因である。
【０００３】
　最も一般的な心臓病は冠状動脈閉塞である。冠状動脈は酸素を含む血液を心筋そのもの
に供給する。閉塞によって血流が低下し、その結果としてしばしば発生するのが狭心症で
あり、これは一般的には冠状動脈の閉塞又は痙攣による虚血、すなわち心筋への血液供給
不足、ひいては酸素供給不足に起因する胸痛である。
【０００４】
　冠状血管疾患を確認するためには、冠状血管のＸ線検査が行われ、これが今日の「黄金
律」である。閉塞又は狭窄が発見されると、このような狭窄はバルーン拡張又は、バイパ
ス手術等の手術、あるいはその他の方法で治療できる。血栓等の閉塞物は、適当な薬剤の
導入により溶解させることができる。
【０００５】
　Ｘ線検査と評価及びその他の介入は、大腿動脈や橈骨動脈等の動脈を通じて、心臓まで
延びるカテーテルを挿入することによって行うことができる。
【０００６】
　橈骨動脈を通じて検査を行う場合、外科医は仰臥位にある患者の右腕を利用することが
好都合であり得、これは外科医がほとんど常に患者の右側に立つからである。しかしなが
ら、患者がその前にバイパス手術を受けていた場合、埋植物は鎖骨付近の血管内に配置さ
れていることが多い。このような患者の場合は右腕が利用できず、左腕の橈骨動脈を使わ
なければならない。その他の理由からも、患者の右腕ではなく、左腕を使うことが有利な
場合がある。
【０００７】
　左腕を使い、外科医が患者の右側に立つ場合、腕は、患者の略中央の、患者の腹部に載
せるべきである。左腕をこの位置に置くと、通常、掌は腹部に向かって下向きとなり、手
首の橈骨静脈を利用できない。腕をその対称軸の周囲で少なくとも約９０度回転させる必
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要があり、手首を後方に回して、橈骨動脈が最も容易に利用できる手首の内側部分を露出
させるべきである。このような姿勢を得るための固定具が求められている。
【発明の概要】
【０００８】
　しかしながら、腕用、特に腕の肘部用の従来の固定具を使用した場合、このような固定
具は通常、腕に固定具を取り付けるために腕の周囲に巻かれるストラップを含む。このよ
うなストラップは、その下にある動脈を締め付け、カテーテルを橈骨動脈に挿入して、さ
らに心臓まで進めにくくし、時にはこれを不可能にする傾向がある。したがって、下にあ
る動脈を締め付けない、新しいタイプの固定具が必要とされている。
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、上記の欠点や不都合の１つ又はいくつかを単独で、又は
あらゆる組み合わせによって軽減、緩和、又は排除することである。
【００１０】
　ある態様において、患者の腕に取り付けるための固定具が提供され、これは第一の部分
と、第二の部分と、第三の部分と、を含み、第一の部分は肘の付近の、肘の内側に配置さ
れるように意図され、肘から上腕部に沿って上方に延び、第二の部分と第一の角度で一体
に配置され、第二の部分は、前腕と等しいかより短い長さを有して、前腕を支持し、第三
の部分は第二の部分と第二の角度で一体化されるか、これに接続される。
【００１１】
　ある実施形態において、第二の角度は第一の角度と反対方向であり、約１９０度～２５
０度で、第一と第二の角度は実質的に同一平面内にあり、固定具は実質的にＺ字形を成す
。
【００１２】
　他の実施形態において、第二の角度は第一の角度と同じ方向であり、約１１０度～１７
０で、第一と第二の角度は実質的に同一平面内にあり、固定具は底を削ったＵ字形を成す
。
【００１３】
　固定具は、患者の腕に複数の柔軟なストラップにより取り付けることができる。第二の
部分の長さは調節可能であってもよい。
【００１４】
　別の実施形態において、第二の部分が半周輪帯によって相互に接続される２つの部品に
分割されてもよく、それによって第二の部分の第一の部品は前記第一の部分と前記第一の
角度で一体に配置され、第二の部分の第二の部品は第三の部分と前記第二の角度で一体と
されるか、これに接続される。
【００１５】
　半周輪帯は腕の対称軸の周囲で約１８０度にわたって延び、それによって第一の部品を
腕の内側に配置でき、第二の部品を腕の外側に配置できる。
【００１６】
　固定具の少なくとも一部は、実質的にＸ線透過性であってもよい。固定具の部材の少な
くとも一部は滅菌されてもよい。
【００１７】
　また別の実施形態において、固定具は、固定具を患者の体に関して留め付けるための留
め付け手段、例えばベルトを取り付けるように意図された、第三の部分の付近の留め付け
手段をさらに含んでいてもよい。
【００１８】
　他の態様では、心臓の検査又は介入のために患者の動脈にカテーテルを挿入しやすくす
るように患者の腕を患者の臍の付近の位置に固定するための上記の固定具の使用が提供さ
れ、その際、患者が仰臥位にあるときに、親指が上方又は下方に向くように手首を捻った
姿勢にすることによって、手首にアクセスできる。これに加えて、手首には、手首が広が
るように角度が付けられてもよい。
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【００１９】
　本発明のその他の目的、特徴、利点は、次のような図面に関する本発明の実施形態の以
下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、仰臥位で左手がその腹部で安静位置にある患者の概略図である。
【図２】図２は図２と同様の概略図であり、手と手首の所望の位置が示されている。
【図３】図３は図１と同様の概略図であり、固定具の第一の実施形態が腕に取り付けられ
ている。
【図４】図４は、固定具の第一の実施形態の側面図である。
【図５】図５は図１と同様の概略図であり、固定具の第一の実施形態が腕に取り付けられ
ている。
【図６】図６は、固定具の第一の実施形態の側面図である。
【図７】図７は図５と同様の概略図であり、調節ストラップが配置されている。
【図８】図８は、固定具の第二の実施形態の側面図である。
【図９】図９は、固定具の第三の実施形態の図１と同様の概略図である。
【図１０】図１０は図５と同様の概略図であり、調節ベルトが配置されている。
【図１１】図１１は、調節ベルトの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明のいくつかの実施形態を説明する。これらの実施形態は、当業者が本発
明を実施できるようにするための例示を目的として説明されている。しかしながら、この
ような実施形態は本発明の範囲を限定しない。さらに、固定具の特定の実施形態が示され
、論じられている。しかしながら、異なる特徴のその他の組み合わせも、本発明の範囲内
で可能である。
【００２２】
　カテーテルをＸ線検査及び実行されうるバルーン拡張に使用するべきである場合、この
ようなカテーテルを挿入する最も一般的な方法は、現時点では大腿動脈への挿入であり、
これは、それが十分に大きく、大動脈弓へと直接延び、その後、冠状動脈に至るからであ
る。しかしながら、大腿動脈が大きいことから、血液の漏出と合併症のリスクも付随する
。
【００２３】
　代替案として、腕の橈骨動脈の使用が提案されている。外科医は通常、患者の右側に立
ち、外科医へのＸ線を遮断するために重い鉛のエプロンを着用する。それゆえ、外科医に
とって右腕を利用することが好都合であり、患者の左腕は使いにくく、煩雑である。しか
しながら、左腕を利用すれば、カテーテルをより好都合な位置に配置できる。これに加え
て、右腕の利用はそれ以前の介入によって不可能かもしれない。それゆえ、以下に示す実
施形態は、外科医が患者の右側に立った時に患者の左腕に利用することが意図される。し
かしながら、別の実施形態を患者の右腕に使用してもよい。
【００２４】
　図１は仰臥位の患者１を示しており、その左腕２は腹部に安静状態に載り、手６は概し
て臍の位置にある。腕２は肘４のそれぞれの側に上腕部３と前腕部５を有する。手６は手
首７を介して前腕５につながる。
【００２５】
　手６の掌は、図１に示されるように、患者が仰臥位にあるとき、腹部に向かって下向き
であり、親指８が患者の顔の方向にある。それゆえ、掌と手首７の内側は腹部に向かって
下向きであり、橈骨動脈を都合よく利用できない。掌は略水平である。
【００２６】
　「内側」と「外側」という表現は、通常の腕の姿勢における位置を意味する。それゆえ
、腕の内側とは、例えば図１に示されている姿勢では、腕のうち、通常は腹部に対向する
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側である。腕の外側は、腕のうち、腹部とは反対に向かう部分である。手の内側、すなわ
ち掌は、図１に示される姿勢において腹部と対向する。
【００２７】
　図１の矢印１１で示されるように、手６と手首７を腕の対称軸の周囲で約９０度回転さ
せ、又は捻ることによって、図２に示されるように、手首の内側の橈骨動脈９を露出させ
てもよい。この姿勢では、手の掌表面は腹部と略直角をなし、親指が上方に面し、すなわ
ち掌は、患者が図１と２に示される仰臥位にあるとき、実質的に縦方向に向く。このよう
に腕と手首を捻った姿勢では、左腕の橈骨動脈９が、図２に示されるように、カテーテル
挿入のために好都合に利用できる。
【００２８】
　これに加えて、手首は、矢印１２で示されるように、手首の角度を開くように回転させ
るべきである。手首の角度を「開く」という表現は、前腕５と手６の掌との間の角度が１
８０度より大きくなることを意味することが意図される。このようにすると、橈骨動脈９
が好都合に利用可能となる。
【００２９】
　橈骨動脈の代わりに、外科医は図２に示される姿勢に配置された尺骨動脈１４を使用し
てもよい。尺骨動脈もまた、好都合に利用できる。
【００３０】
　図２では、肘の角度と手首の角度が実質的に同一平面内にあるが、異なる方向であるこ
とがわかる。
【００３１】
　それゆえ、図３に示される形状を有する固定具を、腕を上述のような所望の姿勢に配置
するために使用してもよい。
【００３２】
　図３に示される固定具は相互に接続される３つの部分、すなわち第一の部分２１と、第
二の部分２２と、第三の部分２３と、を含む。
【００３３】
　第一の部分２１は、図のように上腕の外側に配置され、肘まで延びることが意図される
。
【００３４】
　第二の部分２２は第一の部分２１に第一の角度で接続され、これは約１５０度であって
もよい。第二の部分２２は前腕４に対応する長さであり、前腕を支持する。第二の部分２
２は、長さの異なる腕を有する患者に適合させるように、調節可能な長さを有していても
よい。
【００３５】
　第三の部分２３は第二の部分２２に第二の角度で接続され、これは第一の角度と反対向
きであり、同じ大きさであるが反対方向であってもよい。それゆえ、第二の角度は約２１
０度である。第三の部分２３は手の甲に沿って延びる。
【００３６】
　固定具２０は、図３に示されるように、適当な位置において複数のストラップで患者に
接続できる。それゆえ、第一と、第二と、第三のストラップ２４ａ、２４ｂ、２４ｃは上
腕３の中央の位置に配置されてもよい。ハンドストラップ２５は手の付近に配置されても
よい。ハンドストラップ２５は、図３に示されるように親指を含むように配置されても、
又は親指の下に配置されてもよい、固定具２０が図４において側面図で示されている。
【００３７】
　しかしながら、３本のストラップ２４ａ、２４ｂ、２４ｃは、図３に示されるように、
上腕３と前腕５の内側に配置される。これらのストラップは、ストラップの下にある動脈
を締め付ける傾向がある。橈骨動脈９と、尺骨動脈１４もまた、腕の内側部分の皮膚と腕
の骨との間に延びる。
【００３８】
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　ストラップの力は比較的小さい表面に分散され、これはストラップがその下にある皮膚
、組織、筋肉の中に食い込むことを意味する。特に第二のストラップ２４ｂは肘の内部に
おいてその下にある組織の中に深く食い込み、その下の動脈に影響を与える可能性がある
が、第一のストラップ２４ａと第二のストラップ２４ｃもまた、特に固定具が張力を受け
ると、締付作用を提供する。
【００３９】
　それゆえ、動脈は部分的にストラップによって締め付けられ、これは動脈に挿入される
べきカテーテルが動脈の前記締め付けられた部分を通過しにくくなることを意味する。ま
た、カテーテルを挿入し、又は操作する際に、動脈が擦られ、又は損傷する危険もある。
【００４０】
　それゆえ、動脈を締め付けない固定具が求められている。
【００４１】
　固定具の第一の実施形態において、上記の問題には、図５に示されるように、第一の部
分２１と第二の部分の一部が肘の内側に配置されるような固定具を提供することによって
対処できる。このようにすると、固定具から腕の内面に向かう力は固定具の表面全体にわ
たり、腕と皮膚に向かって分散され、ストラップの締付作用は、締付作用が動脈に影響を
与えない腕の外側に加わる。
【００４２】
　第一の実施形態による固定具４０は、相互に接続された３つの部分、すなわち第一の部
分４１と、第二の部分４２と、第三の部分４３と、を含む。
【００４３】
　第一の部分４１は、図５に示されるように肘の内側に配置され、上腕部３に沿って延び
ることが意図される。第一の部分４１は第二の部分４２に第一の角度で接続され、これは
約１５０度であってもよい。第三の部分４３は第二の部分４２に第二の角度で接続され、
これは約２１０度であってもよい。
【００４４】
　第二の部分４２は２つの部品、すなわち第一の部分４１に接続される第一の部品４４と
第三の部分４３に接続される第二の部品４５に分けられる。第一の部品４４と第二の部品
４５は、半分の輪帯４６によって相互接続され、これは、図６に示されるように、前腕４
の外側等において、前腕４の半分、すなわち約１８０度にわたり取り囲む。それゆえ、半
分の輪帯を以下、半周輪帯と呼ぶ。半周輪帯は比較的硬く、第一の部品４４と第二の部品
４５の両方に接続されて固定される。それゆえ、固定具４０は一体の、比較的硬い単体を
形成する。
【００４５】
　輪帯により、第一の部品４６と第二の部品４５は、平行であるが、ある距離だけずらし
て配置される。この距離は実質的に腕の直径に対応する。このような配置により、第一の
部品４６は腕の内側に配置され、その一方で第二の部品４５は腕の外側に配置される。
【００４６】
　しかしながら、第二の部品４５と輪帯４６との取付部は、長手方向に調節して異なる長
さの腕に対応させてもよい。
【００４７】
　あるいは、第一の部品４４又は、第一と第二の部品の両方は、調節を目的として輪帯に
調節可能に接続される。
【００４８】
　第一、第二、第三の部分は、腕の一部、例えば腕の周囲の約６分の１（６０度）を取り
囲むような横方向の寸法を有していてもよい。固定具の腕との対向部分に柔らかい材料を
設けて、固定具から腕への力が均一に分散されるようにしてもよい。固定具の、腕の対称
軸に垂直な、又はこれを横切る幅は約４～１２ｃｍ、例えば約６～１０ｃｍ、例えば８ｃ
ｍであってもよい。
【００４９】
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　固定具の腕との対向表面には、長手方向に延びる浅い窪みを設けてもよく、それによっ
て腕が窪みの中に都合よく納まる。
【００５０】
　固定具４０は、図５に示されるように、適当な位置において複数のストラップで患者に
接続されてもよい。それゆえ、第一のストラップ４７は上腕３の中央の位置に配置されて
もよい。第二のストラップ４８は手の付近に配置されてもよい。第三のストラップ（図示
せず）は半周輪帯の付近に、固定具の外側の全周を取り囲むように配置されてもよい。
【００５１】
　固定具は患者に、腕が患者の側部に沿って安静状態にある時に配置されてもよい。ある
いは、腕を所望の姿勢にして、固定具を腕に配置する。
【００５２】
　第一の実施形態による固定具は、体の曲線に好都合に追従でき、体を干渉しない。
【００５３】
　第一の実施形態による固定具が、図６において側面図で示されている。第三のストラッ
プ４９は、半周輪帯４６のわずかに横に示されているが、それが前腕を固定具に取り付け
る何れの所望の位置に配置されてもよい。
【００５４】
　腕を、固定具の中に配置した後で、腕と手首がより好都合に利用できるような位置に移
動させたい場合がある。この目的のために、ストラップ５０が第一の部分４１及び／又は
第二の部分４２、例えば第一の部品４４の半周輪帯４６の付近に取り付けられる。ストラ
ップ５０は患者の右側へと体を越えて延び、外科医が腕を自分の方に引き寄せるためにス
トラップ５０を引くことができる。
【００５５】
　ストラップ５０は、患者のベッドに取り付けて、ベッドの外まで延びないようにしても
よい。
【００５６】
　ストラップ５０は、腕を所望の位置に配置し、腕が体の左側に戻るようにずり落ちる傾
向に対抗するために、腕に引張力をかけるように配置されてもよい。
【００５７】
　このような引張力は同時に、腕の内面への固定具からの圧力をすべて解除し、それによ
ってその下にある動脈に如何なる影響が及ぶのもさらに防止する。
【００５８】
　ストラップ５０は体にできるだけ近い位置で固定具に取り付けられ、腕が望ましくない
方向、すなわち手首がより利用しにくくなる方向に回転しないようにする。
【００５９】
　ストラップ５０は、これに加えて、破線５１で示されるように、反対方向にも延びてい
てよく、それによって患者の左側にいる看護師がストラップを操作して、例えばストラッ
プを伸ばすことができる。
【００６０】
　ストラップ５０はベッドの下を通ってベッドの右側へと配置してもよく、それによって
外科医は固定具と腕を両方向に移動させることができる。この配置では、患者の左側にい
る看護師がストラップ部分５１を操作して、ベッドの下に延びている部分を引っ張ること
により、腕を外科医に向かって移動させることができる。
【００６１】
　ストラップ５０は固定具に、それを所望の通りに動作させる何れの位置でも取り付ける
ことができる。しかしながら、ストラップが第三の部分の付近に、又は第三の部分４３に
取り付けられると、ストラップ５０は患者の動脈に挿入されるカテーテルと相互作用する
可能性があり、それゆえ、このような位置は望ましくないことがある。これに加えて、ス
トラップが血液で汚れる可能性がある。
【００６２】
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　現在、固定具を滅菌する必要はないものの、固定具をできるだけ汚染されていない状態
に保ち、カテーテルの挿入地点の付近に病原菌や細菌が導入されるのを回避する理由があ
りうる。
【００６３】
　図８に示される第二の実施形態において、固定具は２つの別々の部材から構成され、第
一の部材６１は第一の部分４１と、第二の部分４２の第一の部品４４と、半周輪帯と、を
含む。第二の部材６２は第二の部分４２の第二の部品４５と、第三の部分４３と、を含む
。第二の部材は第一の部材に、あらゆる種類の留め付け具、例えばスナップファスナ、Ｗ
ｅｌｃｒｏファスナ又は、図１１に関して後述する留め付け具と同様の留め付け具で取り
付けられる。
【００６４】
　固定具を２つの部材６１と６２に分けることにより、カテーテルの挿入地点に近い第二
の部材６２を滅菌することが可能である。それゆえ、第二の部材６２は使い捨てとしても
よい。これはまた、血液で第二の部材が汚れた場合に有利である。
【００６５】
　第一の部材６１は再使用可能であってもよく、適当な方法でクリーニングできる材料で
構成してもよい。
【００６６】
　固定具全体が金属を除くＸ線透過性材料で構成されることがわかる。それゆえ、固定具
はプラスチック材料、例えば強化エポキシプラスチック材料で構成してもよい。第二の部
材６２は滅菌可能な材料で構成される。
【００６７】
　固定具は、不透明材料の小さい細部、例えば、ねじやリベット又は金属を含んでいても
よいが、このような細部は、それらが検査対象の、又は使用される血管と干渉しない領域
に配置されるべきである。
【００６８】
　第一と第二の実施形態において、半周輪帯は剛性である必要はない。半周輪帯は、特定
のばね作用を有する柔軟な材料で構成されてもよく、それによって輪帯を異なる大きさの
前腕に配置できる。
【００６９】
　図８に示される代替的な設計では、半周輪帯４６が完全にストラップ６３に置き換えら
れ、これは前腕の略中央を取り囲む。ストラップ６３は柔軟であるが非弾性である。スト
ラップ６３は前腕に、前腕を所望の回転姿勢に保持するのに十分に剛体的に取り付けられ
るが、その下にある動脈を締め付けず、これは、部品４４の内側の面積が十分に大きく、
力を分散させるからである。
【００７０】
　第二の部材６２は、クイックリリースファスナでストラップ４９に取り付けられる。第
二の部材６２は、長手方向の適当な位置でストラップ６３に取り付けられてもよく、それ
により、接続された状態の第一の部品４４と第二の部品４５は前腕の長さに対応する。
【００７１】
　１つの構成では、第二の部品４５は、上側の部分４４を所定の場所に配置された後での
み、ストラップ６３と前腕との間に挿入される。
【００７２】
　固定具に対する要求がそれほど厳しくないような特定の用途においては、第一の部材６
１だけを使用すれば十分かもしれない。この場合、前腕は、前腕の周囲にしっかりと配置
されるストラップ６３によって所望の回転姿勢に固定される。
【００７３】
　ストラップ６３には、腕と対向する表面において摩擦材料を設けて、前腕を所望の回転
姿勢に保持してもよい。摩擦材料はゴム又はエラストマであってもよい。ストラップの何
れにも、このような摩擦材料を設けてよい。
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【００７４】
　固定具の第三の実施形態が図９に示されている。固定具７０は、例えば尺骨動脈１４が
より浅い場合に、それを好都合に利用できる姿勢に腕を配置するようになされている。あ
るいは、この姿勢では橈骨動脈もまた利用できる。第三の実施形態において、手は、図１
の矢印１１により示されるものと反対の方向に回転される。それゆえ、掌は依然として腹
部に対して縦方向で、実質的に垂直であるが、親指は腹部に向かって下向きである。
【００７５】
　固定具７０は、上腕と肘の内側に沿って、さらに前腕の内側に沿って、最後に捻られた
手の外側、すなわち甲に沿って配置される。
【００７６】
　構成は第二の実施形態と同様であるが、第二の角度が第一の角度と同じ方向であり、す
なわち第二の角度は約１５０度である。
【００７７】
　第三の実施形態による固定具は、上腕の内側に延びる第一の部分７１と、回転された前
腕に沿って延びる第二の部分７２と、手の外側に沿って延びる第三の部分７３と、を含む
。複数のストラップ７４、７５、７６で固定具が腕に取り付けられる。
【００７８】
　ストラップは柔軟な材料で構成されてもよく、長さはそれぞれの腕部分の直径に対応す
る。ストラップの端には留め付け手段、例えばベルクロストラップが設けられていてもよ
い。固定具には、ベルクロストラップと相互作用するのに適した位置に面ファスナが設け
られてもよい。
【００７９】
　あるいは、２本のストラップを、反対方向に延びて、端に係合用の面ファスナを有する
ように配置してもよい。
【００８０】
　固定具を腕に関して支持するために、追加の半周輪帯が配置されてもよい。支持用の半
周輪帯は１８０度にわたって、又はこれよりはるかに小さい角度、例えば１２０度又は９
０度にわたって延びていてもよい。それゆえ、支持用輪帯は第二の部品４４の中心に配置
されて、その外側で腕の半分を取り囲んでもよい。
【００８１】
　固定具は、グラスファイバ強化プラスチック材料、例えばエポキシプラスチック材料で
構成されてもよい。その他の適当な材料はＰＶＣとポリウレタンであってもよい。材料は
、医療用に使用されることが許可されていれば、どのような種類であってもよい。材料は
Ｘ線透過性であるべきである。
【００８２】
　固定具は、腕又は体に対向する表面を繊維材料で被覆してもよい。ストラップもまた、
柔らかい材料又は、腕又は皮膚に対して摩擦を起こす材料、例えばゴム又はエラストマで
被覆してよい。
【００８３】
　図１０に示されるように、ベルトを患者の腰の周囲に配置してもよい。図１０は、腰に
ベルト８１が巻かれた患者を示している。ベルトは患者に緩く配置され、それを円周方向
に移動させることができる。プレート８２がベルトの、患者の臍に対応する位置に取り付
けられる。ベルトは臍の付近の位置に留め付け部材（図示せず）を含む。固定具はそれと
係合する留め付け部材（図示せず）を含んでいてもよく、それによって固定具をベルトの
留め付け部材に取り付けてもよい。ベルト８１は、患者の右側と左側で利用できる。それ
ゆえ、固定具の正確な円周方向の位置は、使用中にベルト８１を引くことによって調節し
てもよい。それゆえ、留め付け手段は、カテーテルの挿入中に、ベルトを患者の右側で引
くことによって、患者の右側にいる外科医に近づけてもよい。カテーテルが留置されたら
、患者の左側でベルトを引くことによって、留め付け手段を外科医から遠ざけてもよい。
【００８４】
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　ベルトプレート８２の留め付け部材は、プレート８２に取り付けられ、その両側に逃げ
溝を有する突起８３であってもよい。固定具の留め付け部材は、図１１に示されるように
、ベルトの突起８３と嵌合するような係合形状の突起８４であってもよい。
【００８５】
　他の代替的な留め付け部材は鉤フックであってもよい。また別の代替的な留め付け部材
は面ファスナであってもよい。
【００８６】
　固定具を前記ベルトによって臍の付近に固定することにより、固定具は、緊急時、例え
ば除細動が必要な場合に邪魔にならない。
【００８７】
　特定の用途において、図８に示されるようにベルトプレート８２に取り付けられた第二
の部材６２を使用するだけでよく、それによって第一の部材６１をなくすことができる。
【００８８】
　異なる実施形態において示された異なる特徴のまた別の代替的な組み合わせも、本発明
の範囲内で可能である。
【００８９】
　第一の角度は約１７０度～約１１０度であってもよい。第二の角度は約１９０度～約２
５０度であってもよい。第三の実施形態において、第二の角度は約１７０度～１１０度で
あってもよい。第一と第二の角度は調節可能であってもよい。
【００９０】
　異なる実施形態を、カテーテルを左腕の橈骨又は尺骨動脈に導入するべき用途において
説明した。このようなカテーテルは、心臓の検査と介入に使用されてもよい。
【００９１】
　例えば、迅速かつ好都合に腕の動脈又は静脈を確保することが望ましい緊急の状況等、
図のような姿勢に左腕を固定することが望ましい他の医学的な方法がある。
【００９２】
　その他の医学的な方法としては、脳内出血や脳卒中等の脳損傷の後できるだけ早く体温
を下げるために腕の動脈に低温の生理食塩水を導入する方法がありうる。できるだけ早く
約５００～１０００ｍｌの低温生理食塩水を体内に注入して、低体温症を誘発する。
【００９３】
　固定具を使用できる他の医学的な方法は、心臓以外の場所での血栓又は閉塞の位置特定
と溶解である。
【００９４】
　特許請求の範囲において、「～を含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）
」という用語は、他の要素又はステップの存在を排除しない。さらに、個々に列挙されて
いても、複数の手段、要素又は方法ステップは単独のユニットで実施されてもよい。これ
に加えて、個々の特徴が別の特許請求項又は実施形態に含められていても、これらを有利
に複合させることができ、また異なる請求項に含められていることが、特徴を組み合わせ
ることが実現可能及び／又は有利ではないと示唆していることにはならない。これに加え
て、単数形は複数形を排除しない。「ある（ａ、ａｎ）」、「第一の」、「第二の」等の
用語は複数形を排除しない。請求項の参照符号は例を明確にするために設けられているに
すぎず、請求項の範囲を如何様にも限定しないと解釈するものとする。
【００９５】
　本発明を具体的な実施形態と実験に関して上述したが、これが本明細書に示された具体
的な形態に限定されることは意図されていない。むしろ、本発明は添付の特許請求の範囲
によってのみ限定され、上で明示したもの以外の実施形態も、これらの付属の特許請求項
の範囲内で同等に可能である。
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